
公共施設の利用に係る使用料・利用料金の障害者減免

障害者等で構成されている団体（クラブやサークルなども含む。）が、公共施設を利用
する際、使用料等の減免の適用を受ける場合、事前に障害者団体登録が必要です。

障害者団体の要件

当該団体の過半数が、障害者又は障害者を扶養する者で構成されていること

※ 障害者を扶養する者には、障害者と住所を一にする介護者も含みます。

団体登録について

団体の構成員に市外の方がいる場合は、以下の書類を併せて提出してください。

障害者 障害者手帳の写し

※ 以下の団体は、障害者団体の対象外とします。

⑴ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第１項に規定されて
いる指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
⑵ 児童福祉法第２１条の５の３に規定されている指定障害児通所支援事業者及び指定発達支援
医療機関
⑶ 障害者の雇用の促進等に関する法律第４４条第１項に規定されている子会社（特例子会社）
⑷ 団体の活動が、上記⑴から⑶までの障害福祉サービス事業者等と同様なものと判断される事
業者

団体登録の更新について

団体登録証の有効期間は、団体登録を受けた日の属する年度の３月３１日までです。ただ
し、登録を受けた日の属する月が１月から３月までの間である場合は、当該登録を受けた日
が属する年度の翌年度の３月３１日までになります。

団体登録証

障害者団体として認められた場合、「団体登録証」を交付します。施設の利用申請
時や利用の際に施設へ提示してください。

障害者団体登録の方法

熊谷市障害者等の施設使用料減免団体登録（更新）申請書に団体名簿を添付して、
熊谷市役所障害福祉課に申請してください。

※

・・・

障害者を扶養する者 ・・・ 当該障害者を扶養していることを証する書類（写しも可）

団体登録証の有効期間について※

団体登録は、毎年度更新します。更新の手続きは、障害者団体登録の方法と同じで
す。更新の時期は、登録証の有効期間が満了する日の３０日前までになります。



熊谷市役所障害福祉課

障害者団体登録に関する窓口

登録事項の変更について

申請した事項に変更が生じたときは、熊谷市障害者等の施設使用料等減免団体登録
内容変更（辞退）届（様式第５号）により速やかに届け出てください。
なお、団体の構成員に変更がある場合は、団体構成員変更事項を併せて提出してく

ださい。

登録辞退について

団体登録を辞退しようとするときは、熊谷市障害者等の施設使用料等減免団体登録
内容変更（辞退）届（様式第５号）により速やかに届け出てください。また、交付し
てある団体登録証は返還してください。

※ 変更事項の内容によっては、団体登録証を修正する場合がありますので、団体登録証を持
参してください。

〒360-8601 熊谷市宮町２丁目４７番地１ ☎048-524-1451（直通）

団体登録等の手続きに係る様式は、熊谷市ホームページからダウンロードする
ことができますのでご利用ください。

団体利用が減免対象外となっている施設もありますのでご注意ください。

団体登録証の再交付について

団体登録証を紛失、破損又は汚損等した場合には、当該団体登録証の再交付をしま
す。熊谷市障害者等の施設使用料等減免団体登録証再交付申請書により申請してくだ
さい。

その他

障害者団体が虚偽の申請その他不正な使用をしたと認めるときは、登録を取り
消すことがあります。

団体登録等の手続きは、郵送でも受け付けます。なお、申請内容に不明な点が
あるときは、お問い合わせする場合がありますので、ご了承ください。

・

・

・


